
 
 

豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例施行規則 
平成 16 年 10 月 1 日 

規則第 78 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例(平成

16 年豊島区条例第 35 号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第 2 条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

(住戸の専用面積の算出方法) 

第 3 条 条例第 2 条第 2 号の規則で定める基準は、建築基準法施行令(昭和 25

年政令第 338 号。以下「施行令」という。)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する壁

その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を基準に算出し、ベラ

ンダ、バルコニー、パイプスペース及びメーターボックスの面積は含めない

ものとする。 

(適用の除外) 

第 4 条 条例第 3 条第 2 項及び第 3 項の規則で定めるものとは、既に存する建

築物の部分であって、当該中高層集合住宅建築物の構造又はその敷地の位置

若しくは形態により、条例第 3 章から第 5 章までの規定を適用することがで

きないと区長が認めたものとする。 

(標識の設置) 

第 5 条 条例第 6 条第 1 項の標識は、建築計画のお知らせ(別記第 1 号様式)に

よる。 

2 建築主は、前項の標識を風雨等のために容易に破壊又は倒壊しない方法で設

置するとともに、その記載事項が、その期間中不鮮明にならないように維持

管理するものとする。 

3 第 1 項の標識は、中高層集合住宅建築物の敷地の道路に接する部分(その敷

地が 2 以上の道路に接するときは、それぞれに接する部分)に、地面から標識

の下端までの高さがおおむね 1 メートルとなるように設置するものとする。 

4 条例第 6 条第 1 項(同条第 2 項の規定により同条第 1 項の規定による標識の

設置に代える場合を含む。)の標識を設置する期間は、豊島区中高層建築物の

建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(昭和 53 年豊島区規則

第 43 号)第 4 条及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関

する条例施行規則(昭和 53 年東京都規則第 159 号)第 5 条の規定にかかわらず、

中高層集合住宅建築物の延べ面積及び高さに応じて次に掲げるとおりとする。 
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(1) 延べ面積が 3,000 平方メートルを超え、かつ、高さが 20 メートルを超え

る場合は、中高層集合住宅建築物に係る次のいずれかの手続を行おうとする

日(以下「建築確認申請等を行おうとする日」という。)の 90 日前から、建築

基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 7 条第 1 項に規定す

る完了検査の申請の日(法第 87 条第 1 項において準用する場合は届出の日)、

法第 18 条第 5 項の規定による工事の完了を通知した日(法第 87 条第 1 項にお

いて準用する場合を含む。)又は法第 7 条の 2 第 4 項に規定する工事が完了し

た日(以下「完了検査の申請等の日」という。)までの間とする。 

ア 法第 6 条第 1 項(法第 87 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に

よる確認の申請 

イ 法第 6 条の 2 第 1 項(法第 87 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規

定による確認を受けるための書類の提出 

ウ 法第 18 条第 2 項(法第 87 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定

による計画の通知 

エ 法第 44 条第 1 項第 3 号、第 55 条第 2 項、第 57 条第 1 項、第 68 条の 3 第

1 項から第 3 項まで、第 68 条の 4、第 68 条の 5 の 4 第 1 項若しくは第 2 項、

第 68 条の 5 の 5、第 86 条第 1 項若しくは第 2 項、第 86 条の 2 第 1 項又は第

86 条の 6 第 2 項の規定による認定の申請 

オ 法第 43 条第 1 項ただし書、第 44 条第 1 項第 2 号若しくは第 4 号、第 47

条ただし書、第 48 条第 1 項から第 12 項までの各項ただし書(法第 87 条第 2

項又は第 3 項において準用する場合を含む。)、第 51 条ただし書(法第 87 条

第 2 項又は第 3 項において準用する場合を含む。)、第 52 条第 9 項、第 10 項

若しくは第 13 項、第 53 条第 4 項若しくは第 5 項第 3 号、第 53 条の 2 第 1 項

第 3 号若しくは第 4 号(法第 57 条の 2 第 3 項において準用する場合を含む。)、

第 55 条第 3 項各号、第 56 条の 2 第 1 項ただし書、第 59 条第 1 項第 3 号若し

くは第 4 項、第 59 条の 2 第 1 項、第 60 条の 2 第 1 項第 3 号、第 67 条の 2 第

3 項第 2 号、第 5 項第 2 号若しくは第 9 項第 2 号、第 68 条の 3 第 4 項、第 68

条の 5 の 2 第 2 項、第 68 条の 7 第 5 項、第 86 条第 3 項若しくは第 4 項又は

第 86 条の 2 第 2 項若しくは第 3 項の規定による許可の申請 

カ 法第 58 条の規定による高度地区に関する都市計画で定められた特例許可

の申請 

キ 豊島区特別工業地区建築条例(平成 15 年豊島区条例第 43 号)第 4 条ただし

書の規定による許可の申請 

ク 東京都文教地区建築条例(昭和 25 年東京都条例第 88 号)第 3 条ただし書又

は第 4 条ただし書の規定による許可の申請 

ケ 東京都建築安全条例(昭和 25 年東京都条例第 89 号)第 2 条第 3 項、第 3 条 



 

 

 

第 1 項ただし書、第 4 条第 3 項、第 10 条第 3 号、第 10 条の 2 第 1 項ただし

書、第 10 条の 3 ただし書、第 17 条第 3 号、第 22 条ただし書、第 24 条ただ

し書、第 32 条ただし書、第 41 条第 1 項ただし書、第 52 条又は第 73 条の 20

の規定による認定の申請 

コ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第

91 号)第 17 条第 1 項(同法第 18 条第 2 項において準用する場合を含む。)の

規定による計画の認定の申請 

サ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成 15 年東

京都条例第 155 号)第 14 条の規定による認定の申請 

シ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7 年法律第 123 号)第 5 条第 1

項(同法第 6 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による計画の認

定の申請 

ス 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成 9 年法律第

49 号)第 4 条第 1 項若しくは第 7 条第 1 項の規定による計画の認定の申請又

は同法第 116 条第 1 項の規定による許可の申請 

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物で延ベ面積が 1,000 平方メートルを超

え、かつ、高さが 15 メートルを超える場合は、中高層集合住宅建築物に係る

建築確認申請等を行おうとする日の 60 日前から、完了検査の申請等の日まで

の間とする。 

(3) 前 2 号に掲げる建築物以外の建築物は、中高層集合住宅建築物に係る建築

確認申請等を行おうとする日の 30 日前から、完了検査の申請等の日までの間

とする。 

5 条例第 6 条第 4 項の規定により、標識を設置したときに区長に届け出るもの

は、標識設置届(別記第 2 号様式)による。 

(平 18 規則 85・一部改正) 

(標識の設置期間の短縮) 

第 6 条 区長は、建築主との協議により、当該建築主が条例第 5 条の規定によ

る責務を十分に果たしていると認めるときは、前条第 4 項第 1 号又は第 2 号

の規定にかかわらず、当該中高層集合住宅建築物に係る建築確認申請等を行

おうとする日を次の各号のいずれか遅い日とさせることができる。 

(1) 条例第 6 条第 1 項の標識を設置した日から 30 日を経過した日 

(2) 条例第 9 条第 1 項の規定による通知をした日 

2 建築主は、前項の規定による標識の設置期間の短縮に係る協議を求めるとき

は、標識設置期間短縮協議届(別記第 3 号様式)による。 

(説明及び周知事項) 

第 7 条 条例第 7 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項で規定する規則で定める事項は、 



 

 

 

次に掲げるとおりとする。 

(1) 敷地の形態及び規模、建築物の配置並びに付近の建築物の位置の概要 

(2) 建築物の規模、構造及び用途 

(3) 工期、工法、作業方法等 

(4) 工事による危害の防止策 

(5) 建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす日影、テレビ電波受信障害、

入居後の管理体制その他の影響及びその対策 

(6) 計画建築物についての問い合わせ先及び工事中の連絡先 

(7) 条例第 7 条第 1 項の規定により説明又は周知するとき、若しくは同条第 2

項の規定により周知するときは、条例第 7 条第 3 項の規定により建築主に対

して説明会の開催を求めることができる旨の記載 

(8) 条例第 7 条第 1 項ただし書の規定により周知するときは、その旨、訪問回

数及びその日時 

(事前協議書等の様式) 

第 8 条 条例第 8 条第 1 項の事前協議書は、別記第 4 号様式による正本及び副

本に次に掲げる図書を添えたものとする。 

(1) 案内図 

(2) 現況図(方位、隣接家屋の位置、名称、階数、窓等を表示すること。) 

(3) 配置図(隣地及び道路までの空き寸法、駐車施設並びにごみ、再生資源の

保管施設等を表示すること。) 

(4) 各階平面図(管理人室(便所、受付窓並びに第 13 条第 1 項第 2 号及び第 4

項の表示板の位置を含む。)、冷暖房の室外機、給湯機等の位置を表示するこ

と。) 

(5) 4 面以上の立面図(窓ガラスの種類(透明、型板、網入り等)、バルコニー

の手すりの仕様並びに目隠しパネルを設置したときはその位置及び仕様を表

示すること。) 

(6) 2 面以上の断面図 

(7) 日影時間図(中高層集合住宅建築物が冬至日の真太陽時による午前 8 時か

ら午後 4 時までの間に施行令第 2 条第 2 項に規定する地盤面に生じさせる日

影についての日影線並びに近隣関係住民(条例第 2 条第 9 号アに規定するもの

に限る。)及び隣接住民の範囲を表示すること。) 

(8) 各住戸の専用面積の一覧表 

(9) 条例第 7 条第 1 項から第 4 項までの規定による隣接住民及び近隣関係住民

への説明、周知及び説明会の記録 

(10) 条例第 13 条で規定する警察署との協議内容、条例第 18 条で規定する消

防署との協議内容及び条例第 19 条で規定する商店会組織との協議内容の記 



 

 

 

 録 

(11) その他区長が必要と認める書類 

2 条例第 8 条第 2 項の事項変更届は、別記第 5 号様式による正本及び副本に前

項各号のうち、変更に係る図書を添えたものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、事前協議書の内容で建築主を変更しようとすると

きは、建築主変更届(別記第 6 号様式)により区長に届け出るものとする。 

(事前協議が適合している旨の通知等の様式) 

第 9 条 条例第 9 条第 1 項の規定による通知は、事前協議済通知書(別記第 7

号様式)により行うものとする。 

(駐車施設の設置基準) 

第 10 条 条例第 11条の規定による自動車のための駐車施設(入居者等又は来客

者が利用するものに限る。以下同じ。)の設置に係る規則で定める基準は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 駐車施設の収容台数は、中高層集合住宅建築物の敷地が、都市計画法(昭

和 43 年法律第 100 号)第 8 条第 1 項第 1 号に規定する商業地域(本号及び次号

において「商業地域」という。)に存するときは、中高層集合住宅建築物の建

築計画に係る住戸の総戸数(本号及び次項第 1 号において「建築計画に係る住

戸の総戸数」という。)に 10 分の 1 を乗じて得た数以上とし、同法同号に規

定する商業地域以外の地域(2 以上の用途地域を含む。次号において「その他

の地域」という。)に存するときは、建築計画に係る住戸の総戸数に 5 分の 1

を乗じて得た数以上とすること。この場合、中高層集合住宅建築物にワンル

ーム住戸が存するときは、2 のワンルーム住戸を 1 の住戸とみなすことがで

きる。 

(2) 中高層集合住宅建築物の敷地が商業地域及びその他の地域にまたがると

きは、当該敷地の過半が存するいずれかの地域に存するものとして、前号の

規定により収容台数を算定すること。 

(3) 駐車施設の 1 台当たりの規模は、幅 2.3 メートル以上、奥行 5 メートル以

上とし、そのうち 1 台以上は、車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設(以

下「車いす使用者用駐車施設」という。)として幅 3.5 メートル以上とするこ

と。ただし、車いす使用者用駐車施設を除き、自動車の駐車を容易に行うこ

とのできる機械式の駐車施設を設置するときは、この限りでない。 

(4) 2 以上の道路に接する敷地(現況の幅員が 4 メートル以上の道路及び 4 メ

ートルに満たない道路の双方に接する敷地に限る。)に中高層集合住宅建築物

を建築しようとするときの駐車施設の出入口は、次のいずれかに掲げる場合

を除き、現況の幅員が 4 メートル以上の道路に面して設けなければならない。 

ア 収容台数が 4 以下の場合 



 

 

 

イ 中高層集合住宅建築物及びその敷地の周囲の状況により、区長が安全上支

障がないと認める場合 

(5) 次のいずれかに該当する場合で、かつ、第 1 号及び第 2 号の規定により駐

車施設(車いす使用者用駐車施設を除く。以下この号において同じ。)を中高

層集合住宅建築物の敷地からおおむね 300 メートル以内の場所に設けるとき

は、中高層集合住宅建築物又はその敷地内に駐車施設を設置しないことがで

きる。 

ア 中高層集合住宅建築物又はその敷地内に駐車施設を設置しようとすると、

駐車施設の出入口の位置が他の法令等に抵触し、駐車施設の設置が不可能又

は困難である場合 

イ 中高層集合住宅建築物の敷地が接するすべての道路に歩道が設けられてい

るときで、そのすべての歩道の切下げが制限されている場合 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、中高層集合住宅建築物の敷地の位置又は形

態により、区長が特にやむを得ないと認める場合 

2 条例第 11 条の規定による自転車及び原動機付自転車のための駐車施設(入

居者等又は来客者が利用するものに限る。以下同じ。)の設置に係る規則で定

める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 駐車施設の収容台数は、建築計画に係る住戸の総戸数以上の数とし、その

うちの 4 分の 1 以上を原動機付自転車の駐車施設として兼ねられるようにす

ること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア ワンルーム住戸が存する中高層集合住宅建築物で、2 のワンルーム住戸を 1

の住戸とみなして本号の規定による台数を設置し、かつ、当該敷地から鉄道

の駅までの距離がおおむね 500 メートル以内である場合 

イ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 5 条の 2 第 5 項に規定する痴呆対応

型老人共同生活援助事業等として中高層集合住宅建築物を建築するときで、

入居者等が自転車を使用することが想定されないと区長が認める場合 

(2) 駐車施設の 1 台当たりの規模は、幅 0.5 メートル、奥行 2 メートル以上と

し、その位置を白線等(ペンキ等による。)により明示すること。ただし、前

号に規定する原動機付自転車の駐車施設を除き、自転車の駐車を容易に行う

ことのできる機械式の駐車施設を設置する場合は、この限りでない。 

(保管施設の構造) 

第 11 条 条例第 12 条の規則で定めるごみ及び再生資源の保管施設の構造は、

次に掲げるとおりとし、あらかじめ豊島清掃事務所長と協議するものとする。

ただし、再生資源の保管施設については、第 2 号及び第 3 号に掲げる構造を

満たさないことができる。 

(1) 屋根付かつ閉鎖型としたもの 



 

 

 

(2) 換気、給排水及び照明の設備を備えるもの 

(3) 各戸のごみ容器を保管できる規模としたもの 

(工事中の騒音の低減等の措置) 

第 12 条 条例第 15条の規則で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の工事を行うに当たり、

低騒音、低振動工法等の採用により、工事中の公害対策に十分配慮すること。 

(2) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物又はその敷地内に騒音又

は振動を発生させるおそれのある給水設備、給湯器、冷暖房設備の室外機又

は機械式の自動車のための駐車施設等を設置するときは、事前に防音及び防

振対策を講じておくこと。 

(3) 建築主及び工事施工者は、既に近隣に工場が存するときは、その工場が起

因となる騒音、振動、臭気等に対して事前に中高層集合住宅建築物に予防策

を講じておく等周辺環境との協調に配慮すること。 

(4) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物に開放廊下又は屋外階段

があるときは、その床面に防音措置を講ずること。 

(5) 建築主及び工事施工者は、地階を有する中高層集合住宅建築物の工事を行

うときは、事前に井戸水を使用している近隣関係住民の有無を把握し、当該

工事の状況に応じて必要な対策を講じること。 

(6) 建築主は、隣接家屋等に中高層集合住宅建築物が起因となる風害を生じさ

せないように努めるとともに、生じさせた場合は、補修その他の適切な措置

を講ずること。 

(7) 建築主及び工事施工者は、中高層集合住宅建築物の敷地内を舗装するとき

は、浸透性舗装を行う等敷地外への雨水流出を抑制する対策を講じること。 

(8) 建築主は、保育園、幼稚園、小学校、中学校等に接する敷地に中高層集合

住宅建築物を建築するときは、当該敷地への日照阻害を極力少なくするよう

配慮すること。 

(9) 建築主及び所有者等は、中高層集合住宅建築物に隣地に面する窓及び開放

廊下等を設置するときは、近隣のプライバシーを確保するための措置を講じ

ること。 

(管理人室の設置基準等) 

第 13 条 条例第 16 条第 1 項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 管理人室は、当該中高層集合住宅建築物の主要な出入口を見通すことがで

きる場所に設置すること。 

(2) 前号の規定により設置した管理人室には、管理業務を行うに当たり必要な

便所及び受付窓を備えるとともに、入居者等又は外部の者が容易に確認する

ことができる位置に管理人室である旨を記載した表示板を設置すること。 



 

 

 

2 条例第 16 条第 2 項の規定による中高層集合住宅建築物の管理の方法は、住

戸の総戸数に応じ、次に掲げるとおりとする。 

(1) 住戸の総戸数が 30戸未満の場合は、管理人を週 4日以上巡回させること。 

(2) 住戸の総戸数が 30 戸以上 50 戸未満の場合は、管理人を日中 4 時間程度駐

在させること。 

(3) 住戸の総戸数が 50 戸以上の場合は、管理人を日中 8 時間程度駐在させる

こと。 

3 前項第 2 号及び第 3 号の規定にかかわらず、次に掲げる管理業務を確実に行

うことができると区長が認めるときは、管理人を巡回させる方法に変えるこ

とができる。 

(1) 中高層集合住宅建築物の内外の適切な管理、清掃及び設備機器の保守点検 

(2) 防犯及び防火等緊急時の連絡体制の整備 

(3) ごみ出し及び収集後の清掃 

(4) 自動車、自転車及び原動機付自転車のための駐車施設の管理 

4 建築主及び所有者等は、緊急時及び隣接住民等から苦情等の申出があったと

き(第 1 号において「緊急時等」という。)に直ちに対応が可能な管理体制を

確立するとともに、当該中高層集合住宅建築物の管理の方法について、次に

掲げる事項を記載した表示板を第 1 項第 2 号の表示板に隣接して設置しなけ

ればならない。ただし、前項の規定により管理人を巡回させる方法により管

理を行うことができると区長が認めるときは、同項に規定する業務を行う者

の氏名も表示しなければならない。 

(1) 管理人の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)、不在時の連絡先及び

緊急時等の連絡先 

(2) 管理の方法 

5 条例第 16 条第 3 項の規則で定める入居者等に対する管理上の遵守事項は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) ステレオ、楽器、自動車、原動機付自転車、放歌高吟、カラオケ等の騒音

並びに煙草の吸殻及び空き缶の投げ捨て等近隣関係住民への迷惑行為及び不

快行為の禁止に関すること。 

(2) 発火又は爆発の恐れがある危険物(店舗等で業務上不可欠なものは除く。)

及び不潔又は悪臭のある物品の持ち込み禁止に関すること。 

(3) 周辺道路への自動車、自転車及び原動機付自転車の駐車の禁止に関するこ

と。 

(4) ごみ及び再生資源の保管施設、ごみ容器の清掃並びにごみの収集指定場所

への指定日以外の持ち込み禁止に関すること。 

(5) 周辺住環境を阻害するおそれのある風俗営業等の規制及び業務の適正化 



 

 

 

等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項、第 6 項、第 7 項、第

8 項、第 9 項、第 10 項及び第 11 項に規定する営業の制限並びに同法第 32 条

に規定する営業の規制に関すること。 

(6) 近隣関係住民等と締結した協定等があるときは、その遵守に関すること。 

(7) 法令、管理規約又は使用細則に違反した入居者等に対する指導措置に関す

ること。 

(落下物による危害防止措置) 

第 14 条 条例第 17 条の窓その他規則で定めるもの及び震災時における落下物

による危害防止に係る規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 窓を設けるときは、次のいずれかによること。ただし、落下物による危害

防止のための措置として有効であると区長が認める措置を講ずるときは、こ

の限りでない。 

ア 当該窓の下部にバルコニー又はひさしを設けたもの 

イ 当該窓に網入りのガラスを使用したもの 

(2) エアコンの室外機、袖看板等を中高層集合住宅建築物の外壁に取り付ける

ときは、落下しないよう施工及び維持管理に十分配慮すること。 

(高齢者の入居への配慮) 

第 15 条 条例第 20 条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設けている場合又は適切な位置に

手すりを設置している場合は、この限りでない。 

(2) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(3) 有効幅は、1.2 メートル以上とすること。 

(4) 経路内の出入口の有効幅は、80 センチメートル以上とすること。 

(高齢者の居住に配慮した住戸の設置) 

第 16 条 条例第 21条で規定する規則で定める高齢者の居住に配慮した住戸は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 住戸内に段差を設けないこと。ただし、当該段差付近の壁を手すりが設置

可能な構造とした場合は、この限りでない。 

(2) 玄関、便所及び浴室に手すりを設置すること。ただし、これらの壁を手す

りが設置可能な構造とした場合は、この限りでない。 

(3) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は、80 センチメートル以上とすること。 

(4) 便所に腰掛便器を設ける等居住水準の向上に努めること。 

(高齢者円滑入居賃貸住宅への登録) 

第 17 条 建築主及び所有者等は、当該中高層集合住宅建築物を高齢者の居住の

安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第 4 条に規定する高齢者円滑

入居賃貸住宅に登録するよう努めなければならない。 



 

 

 

(工事の完了の届出等) 

第 18 条 条例第 22 条第 1 項の規定による届出は、工事完了届(別記第 8 号様式)

による。 

2 条例第 22 条第 3 項の規定による身分を示す証明書は、立入検査証(別記第 9

号様式)による。 

3 建築主又は所有者等は、中高層集合住宅建築物に存する住戸の中で分譲する

ものがあるときは、当該分譲する住戸に関する資料を提出するよう努めなく

てはならない。 

(適合証) 

第 19 条 条例第 23 条の規則に定める適合証は、別記第 10 号様式による。 

(委任) 

第 20 条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 17 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 12 月 27 日規則第 85 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

別記様式 略 


